
 

１７東村山市規程第１１号 

 

東村山市ホームページバナー広告掲載規程 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、東村山市の自主財源の確保及び地域産業の活性

化を図るため、東村山市のホームページ（以下「市ホームページ」

という。）に掲載するバナー広告の取扱いに関し、必要な事項を定め

ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

 (１) バナー広告 市ホームページに見出し画像として掲載する広

告主のホームページに移動することができる広告画像をいう。 

 (２) 広告 バナー広告及びバナー広告からリンクしている広告主

のホームページの内容等その広告主の情報をいう。 

 (３) ＧＩＦ形式 Ｇｒａｐｈｉｃ Ｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅ Ｆ

ｏｒｍａｔの略号で、画像交換用に開発された、インターネッ

トで標準的に使われる画像形式をいう。 

 （バナー広告の規格） 

第３条 バナー広告の規格は、次の各号に定めるとおりとする。 

 (１) 画像のサイズは、幅（横）１２０ピクセル×高さ（縦）６０

ピクセルとする。 

 (２) 画像のファイル形式は、ＧＩＦ形式とする。ただし、アニメ

ーション効果を持つものについては、１周期の動作を終えた後

は最初の画像で停止させ、反復させないものとする。 

 (３) 画像の容量は、４ＫＢ以内とする。 

 （広告掲載の範囲） 

第４条 市ホームページに掲載することができる広告は、次のいずれ

にも該当しないものとする。 



 

 (１) 市ホームページの公共性、中立性又は品位を損なうおそれの

あるもの 

 (２) 法令に違反するおそれのある内容を含むもの 

 (３) 政治活動、宗教活動等の思想・信条又は個人の意見を内容と

するもの 

 (４) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの 

 (５) その他掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの 

２ バナー広告及びリンク先ホームページは、広告主の製品・サービ

ス等を市が推奨しているとの誤解を与える表現を用いないものとす

る。  
３ リンク先ホームページは、広告主の名称及び所在地を明示してい

るものとする。 

 （バナー広告の掲載順位） 

第５条 バナー広告の掲載順位は、次の各号に定めるバナー広告の順

序のとおりとする。ただし、同順位のバナー広告は、１回の申込み

に係る掲載期間（以下「申込掲載期間」という。）の長いものを優先

とし、申込掲載期間が同じものについては抽選によるものとする。 

 (１) 国、地方公共団体、公団、公社、公益法人その他これに類す

る団体に係るバナー広告 

 (２) 民間企業のうち、市内に事業所を有する者に係るバナー広告 

 (３) 前２号に掲げる以外のバナー広告 

 （募集） 

第６条 市長は、次の各号の定めるところにより市ホームページに掲

載するバナー広告の広告主を募集するものとする。 

 (１ ) 掲載バナー広告枠数 市ホームページの管理運営に支障が生

じない範囲で市長が適正と認める数  
 (２) 募集期間 申込掲載期間の初日（以下「開始日」という。）の

２月前の日から開始日の１月前の日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、募

集方法又は募集期間を変更してバナー広告の広告主を募集すること



 

ができる。 

 （申込み） 

第７条 市ホームページにバナー広告の掲載を希望する広告主は、東

村山市ホームページバナー広告掲載申込書（第１号様式）にバナー

広告を添付し、市長に申し込むものとする。 

２ 申込掲載期間は、毎月１日午前９時から翌月１日午前９時までの

１月を単位として最長１２月とする。 

 （決定） 

第８条 市長は、前条の規定に基づく申込みがあったときは、募集期

間の満了後、第４条及び第５条に規定する要件について審査し、バ

ナー広告掲載の諾否を決定する。 

２ 市長は、前項に基づき決定したときは、東村山市ホームページバ

ナー広告掲載承諾（不承諾）決定通知書（第２号様式）により広告

主に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の審査にあたり、バナー広告選定委員会を設置し、

意見を聞くことができる。 

４ 市長は、広告主に対して、第１項の審査に関し必要な調査を行い、

又は調査に必要な書類を提出させ、若しくは提示を求めることがで

きる。  
５ 広告主は、バナー広告掲載の承諾を受けることにより生じる権利

若しくは義務を第三者に譲渡し、又は継承させることはできないも

のとする。  
６ バナー広告掲載の承諾を受けた広告主は、バナー広告及びリンク

先ホームページの管理運営に関連して次の責務を負うものとする。  
 (１ ) セキュリティ対策を施していること。  
 (２ ) 市の管理するコンピュータシステムに影響を与えないこと。  
 (３ ) バナー広告を通じて広告主のホームページにアクセスする利

用者のコンピュータシステムに影響を与えないこと。  
 (４ ) 掲載された製品・サービス等についての全責任を負うこと。 

 （掲載料） 



 

第９条 バナー広告の掲載料は、次の表左欄に掲げる掲載期間の区分

ごとに同表右欄に掲げる掲載料とする。 

掲載期間 掲載料（１月あたり） 

１か月及び２か月 ２５，０００円 

３か月以上６か月未満 ２３，７５０円 

６か月以上１２か月未満 ２２，５００円 

１２か月 ２０，０００円 

２ 広告主は、市長の指定する日までに、前条第２項によりバナー広

告掲載の承諾をされた期間（以下「承諾掲載期間」という。）に係る

掲載料を一括納付しなければならない。 

３ 納付された掲載料は原則として還付しないものとする。ただし、

市長は、次条第３項ただし書に該当する場合は、納付された掲載料

を承諾掲載期間の日数で除して得た額を１日の掲載料として、残存

する承諾掲載期間に相当する掲載料を日割計算（１円未満は切り下

げ）で還付するものとする。  
 （掲載） 

第１０条 市長は、前条第２項の納付を確認した場合は、承諾掲載期

間の間、バナー広告を市ホームページのトップページに掲載するも

のとする。 

２ バナー広告の掲載位置は、第５条に定める掲載順位に基づき、市

長が定めるものとする。 

３ 市長は、市ホームページのトップページが連続して１２時間以上

停止した場合その他広告主の責に帰さない理由によりバナー広告を

掲載できなかった場合は、当該掲載できなかった時間に応じて次の

表のとおり掲載日数を延長するものとする。ただし、延長が不可能

又は相当でないと市長が認めたときはこの限りではない。 

掲載できなかった時間 掲載を延長する日数 

１２時間以上２４時間未満 １日 

２４時間以上 掲載できなかった日数＋１日 



 

４ 前項の規定に基づき掲載を延長した場合のバナー広告の掲載位置

は、第２項に定める掲載位置とは別に市長が定めるものとする。 

 （変更） 

第１１条 広告主は、バナー広告又はリンク先ホームページアドレス

を変更しようとするときは、東村山市ホームページバナー広告変更

申込書（第３号様式）により市長に申し込むものとする。この場合

において、バナー広告の変更を申し込む場合は、変更を希望するバ

ナー広告を添付するものとする。 

２  第 ８ 条 の 規 定 は 、 変 更 の 諾 否 の 決 定 に つ い て 準 用 す る 。     

この場合において、「東村山市ホームページバナー広告掲載承諾（不

承諾）決定通知書（第２号様式）」とあるのは「東村山市ホームペー

ジバナー広告変更承諾（不承諾）決定通知書（第４号様式）」と読み

替えるものとする。 

 （掲載の中止） 

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該バナ

ー広告掲載を中止し、改善を求めなければならない。  
 (１ ) 広告が第４条の規定に適合しなくなったと市長が認めたとき。 
 (２ ) バナー広告又はリンク先ホームページの管理運営に関して広

告主が第８条第６項に違反すると市長が認めたとき。  
２ 市長は、前項の求めによる改善がなされたと認めたときは、当該

バナー広告掲載を再開するものとする。 

 （掲載承諾の取消し） 

第１３条 市長は、次の各号の一に該当するときは、バナー広告掲載

の承諾を取消すことができる。 

 (１ ) 広告主から書面によりバナー広告掲載を取り止めたい旨の申

出があったとき。  
 (２ ) 前条第１項の規定による求めに広告主が従わないと市長が認  
   めたとき。  
 (３ ) 広告主が第９条第２項の納付を怠り、催告通知にもかかわら

ず速やかにこれを履行しないと市長が認めたとき。  



 

 (４ ) 広告主が営業に係る免許等を取り消されたとき。  
 (５ ) 広告主による特別精算、会社整理、民事再生手続、会社更生、

破産等の申立てがあったとき。  
 (６ ) 広告主又は広告主の代理人、代表者、従業員等が法令に違反

した場合等で、広告主のバナー広告掲載を継続することが市の

利益を損ね、又は信用を失墜する可能性があると市長が認めた

とき。  
 (７ ) 広告が社会的重大な事件、事故に影響を与えかねないと市長

が認めたとき。  
 (８ ) 前各号のほか広告主がこの規程に違反したとき。  
 （委任） 

第１４条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

 

   附 則 

 この規程は、公布の日から施行し、平成１７年８月１日から適用す

る。 

   附 則（平成１８年３月１４日規程第１号）  
 （施行期日）  
１ この規程は、公布の日から施行し、平成１８年２月１日から適用

する。  
 （経過措置）  
２ この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の第１１条第２

項の規定により掲載期間の延長の承諾を受けている広告主は、この

規程による改正後の第８条第１項の規定により掲載の承諾を受けて

いるものとみなす。  
 
   附 則  
 （施行期日）  
１ この規程は、平成２１年４月１日から施行する。  



 

 （経過措置）  
２ この規程による改正後の第９条の規定は、この規程の施行の日以

後に掲載するバナー広告から適用し、同日前に掲載したバナー広告

については、なお従前の例による。  
   附 則  
 （施行期日）  
１ この規程は、平成２２年５月１日から施行する。  
 （経過措置）  
２ この規程による改正後の第６条及び第７条の規定は、この規程の

施行の日以後に掲載するバナー広告に係る申込みについて適用し、

同日前に掲載するバナー広告に係る申込みについては、なお従前の

例による。  
 


